
ⅡⅡ 法法定定割割増増賃賃金金率率のの引引上上げげ関関係係

１か月６０時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は
５０％以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

深夜（22：00～5：00）の時間帯に１か月６０時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、
深夜割増賃金率２５％以上＋時間外割増賃金率５０％以上＝７５％以上となります。

法定労働時間（ １週４０時間、１日８時間）を超える時間外労働（法定時間外労働）に対しては、使用者は２５％

以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

月月６６００時時間間をを超超ええるる法法定定時時間間外外労労働働にに対対ししてて、、使使用用者者はは５５００％％
以以上上のの率率でで計計算算ししたた割割増増賃賃金金をを支支払払わわななけけれればばななりりまませせんん

労働者が健康を保持しながら、労働以外の生活のための時間を確保して
働くことができるよう、 １か月に６０時間を超える法定時間外労働について、

法定割増賃金率を５割以上に引き上げます。

深夜労働との関係

※ １か月の起算日は、賃金計算期間の初日、毎月１日、３６協定の期間の初日などに
することが考えられます。

法定休日労働との関係

１か月６０時間の法定時間外労働の算定には、法定休日（例えば日曜日）に行った労働は含
まれませんが、それ以外の休日（例えば土曜日）に行った法定時間外労働は含まれます。

なお、労働条件を明示する観点や割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定休日とそれ
以外の休日を明確に分けておくことが望ましいものです。

法定休日とは？

使用者は１週間に１日または４週間に４回の休日を与えなければなりません。これを「法定休日」といいます。
法定休日に労働させた場合は３５％以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
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（例）
平日は毎日３時間法定時間外労働をし、所定休日の１１日（土曜）に４時間労働し、法定休日の１２日（日曜）に２時
間労働した場合

法定時間外労働時間数

３時間×３日 ＝ ９時間 ９時間
３時間×５日＋４時間 ＝１９時間 ２８時間
３時間×５日 ＝１５時間 ４３時間
３時間×５日 ＝１５時間 ５８時間
３時間×５日 ＝１５時間 ７３時間

累計

法定時間外労働時間数
の累計が１か月６０時間
を超える、

２２７７日日のの時時間間外外労労働働３３時時
間間目目かからら、、割割増増賃賃金金率率
がが５５割割ととななるる

法定休日労働時間数 ２時間

中中小小企企業業はは
適適用用がが

猶猶予予さされれまますす。。
（ｐ６参照）

土曜が所定休日、日曜が法定休日の場合
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